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令和８年度 狩猟免許試験の手引き 

   愛 媛 県      

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）（以下「鳥獣保護管

理法」という）第４１条の規定により、令和８年度の狩猟免許試験を次のとおり実施します。試験につ

いては、この手引きをご覧ください。 

 

重要なお知らせ 

受験される方はご理解とご協力をお願いします。 

1. 定員に達した会場では受験をお断りし、他の会場に空きがある場合はその会場での受験を

ご案内することがありますので、予めご了承願います。 

2. マスクの着用は個人の判断でお願いします。なお、試験中の写真照合等の際には、試験官

の指示に従い、マスクを一時的に外していただくことがあります。 

3. 試験会場の室温の高低に対応できるよう、服装には注意してください。 

4. 天候等の影響により、試験会場及び実施日時を変更する場合があります。その場合、県ホ

ームページでお知らせします。 

 

１ 試験の受付期間・試験日・会場  

 第１回 第２回 

受  付  期  間 令和 8年 6月 30日(火) 

～7月 21日(火) 

令和 8年 6月 30日(火) 

～8月 31日(月) 

試験日・開始時刻 令和 8年 8月 4日(火) 

        午前 10時    

令和 8年 9月 13日(日) 

    午前 10時 

種     類 網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟 

試験会場 

【定員】 

東予 第１会場【定員：42名】 

東予地方局西条第二庁舎 

（西条市丹原町池田 1611番地） 

第３会場【定員：42名】 

東予地方局西条第二庁舎 

（西条市丹原町池田 1611番地） 

第２会場【定員：40名】 

今治地域地場産業振興セ

ンター 

（今治市旭町二丁目 3番地 5） 

第４会場【定員：40名】 

今治地域地場産業振興セ

ンター 

（今治市旭町二丁目 3番地 5） 

中予 第１会場【定員：40名】 

中予地方局 

（松山市北持田町 132番地） 

第２会場【定員：40名】 

中予地方局 

（松山市北持田町 132番地） 

南予 第１会場【定員：50名】 

南予地方局 

（宇和島市天神町 7番 1 号） 

第３会場【定員：50名】 

南予地方局 

（宇和島市天神町 7番 1 号） 

第２会場【定員：60名】 

南予地方局八幡浜庁舎 

（八幡浜市北浜一丁目 3番 37号） 

第４会場【定員：60名】 

南予地方局八幡浜庁舎 

（八幡浜市北浜一丁目 3番 37号） 

 

  

左記の会場のう

ち、定員に達した
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お断りし、他の空

きがある会場で

の受験をご案内

することになりま

すので、ご了承く

ださい。 

［案］令和６年５月 31日（金）県報掲載後 公表 
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 第３回 

受  付  期  間 令和 8年 6月 30日(火) 

～11月 24日(火) 

試験日・開始時刻 令和 8年 12月 6日(日) 

       午前 10時    

種     類 網猟、わな猟、第一種銃猟、

第二種銃猟 

試験会場 

【定員】 

東予 第５会場【定員：42名】 

東予地方局西条第二庁舎 

（西条市丹原町池田 1611番地） 

第６会場【定員：40名】 

今治地域地場産業振興セ

ンター 

（今治市旭町二丁目 3番地 5） 

中予 第３会場【定員：40名】 

中予地方局 

（松山市北持田町 132番地） 

南予 第５会場【定員：50名】 

南予地方局 

（宇和島市天神町 7番 1 号） 

第６会場【定員：60名】 

南予地方局八幡浜庁舎 

（八幡浜市北浜一丁目 3番 37号） 

 

２ 試験申請等の窓口   

名  称 所 在 地 電話番号 管轄市町村 

東予地方局森林林業課 西条市丹原町池田 1611番地 0898-68-7438 西条市、新居浜市 

東予地方局森林林業課 

四国中央駐在 

四国中央市三島宮川四丁目 6番 55号 0896-23-2393 四国中央市 

東予地方局今治支局 

森林林業課 

今治市旭町一丁目 4番地 9 0898-25-2193 今治市、上島町 

中予地方局森林林業課 松山市北持田町 132番地 089-909-8767 松山市、東温市、 

松前町、伊予市、 

砥部町 

中予地方局 

久万高原森林林業課 

上浮穴郡久万高原町久万 190番地 1 0892-21-1265 久万高原町 

南予地方局 

八幡浜支局森林林業課 

八幡浜市北浜一丁目 3番 37号 0894-22-2031 八幡浜市、 

伊方町、西予市 

南予地方局八幡浜支局 

森林林業課大洲駐在 

大洲市田口甲 425番地 1 0893-24-4131 大洲市、内子町 

南予地方局森林林業課 宇和島市天神町 7番 1号 0895-22-3163 宇和島市、 

鬼北町、松野町 
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南予地方局森林林業課 

愛南駐在 

南宇和郡愛南町城辺甲 2420番地 0895-72-0931 愛南町 

 

３ 狩猟免許の種類 

(1) 網猟免許     網（むそう網、はり網、つき網、なげ網）を使用する猟法 

(2) わな猟免許    わな（くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな）を使用する猟法 

(3) 第一種銃猟免許  装薬銃（散弾銃、ライフル銃）を使用する猟法（空気銃を使用する猟法も可） 

 (4) 第二種銃猟免許  空気銃（圧縮ガス銃を含む）を使用する猟法  

 

４ 受験資格  

愛媛県内に住所を有する人。ただし、次のいずれかに該当する人は受験することができません。 

(1) 試験当日に１８歳未満の人。ただし第一種銃猟及び第二種銃猟は２０歳未満の人。  

(2) 統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）、てんかん（発作が再発するおそれがない

もの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除

く。）、鳥獣保護管理法施行規則第４７条で定める病気にかかっている人。  

(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。  

(4) 前記(2)(3)以外で自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は

著しく低い人。 

(5) 鳥獣保護管理法又は同法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から３年を経過していない人。  

(6) 狩猟免許を取り消され、その取消しの日から３年を経過していない人。 

 (7) 鳥獣保護管理法第５０条第３項の規定により、過去の狩猟免許試験における不正行為等によって

狩猟免許試験の受験を禁止されている人。 

 

５ 受験手続  

(1) 申請書類等 

① 申請書 

（上記の森林林業課または駐在でお渡ししています。 また、県ホームページからダウンロードで

きます。） 

所定の申請書に必要事項を記入し、次の書類等を添付してください。 

複数受験する場合、受験する種類ごとに別々に申請書を作成してください。 

② 手数料 

愛媛県収入証紙を申請書に貼付してください。 

現在、有効な狩猟免許を有しない人（初心者）は、５,２００円 

現に有効な狩猟免許を有する人（一部免除者）は、３,９００円 

③ 写 真 

申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、縦の長さ 3.0cm、横の長さ 2.4cm

のもの１枚。（受験しようとする狩猟免許種類毎に１枚必要） 

裏面に、受験者の氏名と撮影年月日を記入してください。 

④ 医師の診断書（又は銃所持許可証の写し）  

※ 医師の診断書は、原則として申請前 3か月以内に診断されたものを提出してください。 

統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）、てんかん等、鳥獣保護管理法施行規則第
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４７条で定める病気にかかっていないこと、及び麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者でな

いことを証するものを１通。 ただし、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４

条第１項第１号の規定による所持許可を現に受けている場合は、その許可証の写しを添付するこ

とにより、診断書の添付を省略することができます。 

⑤ 返信用封筒（受験票の郵送を希望する方のみ） 

返送用の長形３号封筒に簡易書留の郵送料に相当する切手※（460円分（簡易書留 350円＋郵送

料 110円））を貼付して提出してください。申請書に記載された住所へ送ります。 

 

(2) 申請方法 

申請書類等は、上記の受付期間内に試験申請等の窓口へ持参又は郵送してください。 

郵送による場合は、受付期間末日の消印のあるものは、受付します。 

 

６ 試験方法  

(1) 試験科目 

試験は、知識試験、適性試験及び技能試験とし、すべての試験科目に合格した人に対し、狩猟免状

を交付するものとします。 

① 知識試験 

法令、猟具、鳥獣に関する知識及び鳥獣の保護管理に関する知識について、三肢択一式の筆記

試験をします。試験時間は９０分です。 

合格基準 

正答７０パーセントの成績 

※知識試験に合格されなかった人は、適性試験と技能試験の受験ができません。 

 

 

② 適性試験 

視力、聴力及び運動能力に関する検査をします。 

合格基準 

視 力 

 

［網猟免許、わな猟免許］ 

 視力（万国式視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。）が両眼で0.5

以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右

150度以上で、視力が0.5以上であること。 

［第一種銃猟、第二種銃猟］ 

 視力（万国式視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。）が両眼で0.7

以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。ただし、一眼の視力

が0.3に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150

度以上で、視力が0.7以上であること。 

聴 力  10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる聴力（補聴器によ

り補正された聴力を含む。）を有すること。 

運動能力  狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がな

いこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又

は体幹の障害のある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を

講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められる

ものであること。 
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③ 技能試験 

猟具の取扱い、距離の目測（網猟・わな猟は除く）及び鳥獣判別試験や猟具の取扱い等を 

技能試験します。 

合格基準 

 狩猟免許の種類に応じ、減点式採点方式により行うものとし、７０パーセント以上の成績 

［網猟免許］ 

 １ 鳥獣の図画を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 

 ２ 銃器及びわな以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。 

 ３ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適性化に関する法律施行規則第２条第２項に掲げる 

網の１つを架設すること。 

［わな猟免許］ 

 １ 鳥獣の図画を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 

 ２ わなを見て当該わなの使用の是非を判別すること。 

 ３ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適性化に関する法律施行規則第２条第３項に掲げる 

わなの１つを架設すること。 

［第一種銃猟］ 

 １ 鳥獣の図画を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 

 ２ 模造銃（空気銃以外の銃器を模した物をいう。）について点検、分解及び結合の操作

をすること。 

 ３ 模造銃に模造弾を装填し、射撃姿勢をとった後、模造弾の脱包を行うこと。 

 ４ ２人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用

いて行うこと。 

 ５ 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。 

 ６ 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後、

射撃姿勢をとること。 

 ７ 距離の目測を行うこと。 

［第二種銃猟］ 

 １ 鳥獣の図画を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 

 ２ 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後、

射撃姿勢をとること。 

３ 距離の目測を行うこと。 

 

④ 試験の免除 

既に狩猟免許を受けている人で、その免許の有効期間内に、それと異なる種類の免許について 

狩猟免許試験を受ける場合は、知識試験の一部（「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適性化に関

する法令」、「鳥獣に関する知識」、「鳥獣の保護及び管理に関する知識」）を免除します。 

 

(2) 合格発表 

試験終了後、試験会場において発表します。狩猟免状の交付は後日となります。 

なお、受験者本人に限り、合格発表の日から１カ月間、口頭による開示請求をすることができます。

請求先は、試験申請等の窓口とします。 
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７ 注意事項等  

(1) 受験されない場合でも、申請書を受理（試験申込等の窓口で県収入証紙に消印）した後に手数料

をお返しすることはできません。 

(2) 受験日直前の変更申し出等には応じかねます。 

(3) 試験当日は、受験票と筆記用具（鉛筆、消しゴム）を持参してください。 

(4) 技能試験を行うので猟具の取扱いに適した服装で受験してください。 

(5) 適性試験の際に眼鏡（コンタクトレンズを含む。）や補聴器等が必要な人は持参してください。

補助器具なしで受験された場合は、適性が判定できないため、受験できない場合があります。 

(6) 知識試験の開始から３０分を経過して遅刻した場合は、受験することができません。 

(7) 会場によっては、駐車場の台数に限りがあり会場敷地内に駐車できない場合もありますので、あ

らかじめご承知ください。 

 

８ 新規者のための事前講習  

狩猟免許試験にあわせて、（一社）愛媛県猟友会が事前講習会を実施します。 

詳細は、県ホームページに添付しているチラシを御確認ください。 

※県では実施しません。 

・令和8年 7月12日（日）    受付9：00 開始9：30  

場所：愛媛県歴史文化博物館（西予市宇和町卯之町） 

・令和8年 7月19日（日）   受付9：00 開始9：30  

場所：新居浜市市民文化センター（新居浜市繁本町） 

・令和8年 7月26日（日）    受付9：00 開始9：30 

場所：東温市農村環境改善センター（東温市田窪） 

・令和8年11月22日（日）     受付9：00 開始9：30  

場所：東温市農村環境改善センター（東温市田窪） 

※網猟の講習は11月22日のみです。 

※11月22日の講習については、10月頃の募集開始予定となります。 

※定員に達した場合、申込期間中でも受付を終了いたします。 

※自己都合で講習会をキャンセル・御欠席される場合は講習料の返金はできません。 

 

＜問い合わせ先＞ 

  申込みは、県猟友会の各支部となり、各講習日の 10日前までに先着順となっています。 

受講料９,０００円（狩猟読本及び試験例題集込みの金額）です。 

支部の連絡先については下記へお問い合わせください。 

（一社）愛媛県猟友会 ☎（089）932-0325 

 


